
 

「空家問合わせチェック表」               「問合わせ」   年   月   日 

 

名前         様 住所                   連絡先          

 

 

 

  

親世帯（主に能代山本地区故郷在住）☛                ☚子世帯（主に首都圏・大都市圏在住） 

 

  

有志で既存空家や将来空家を情報交換☛                  ☚空家探ししている個人家族の情報収集 

 

 

「空き家情報提供先チェック」 

                                      

 

 

 

 

   (賃貸・売却)   (新築・リフォーム) (自治体売却相談)   (不用品・解体)   (権利関連手続き)  (一般相談案件) 

「世代・生活スタイル別チェック」 

個人起業者・ 移住定住者   町内     住宅確保要配慮者       国土交通省令 

    起業者向け住宅          低額所得者（15.8 万円以下）   外国人・残留邦人 

   起業者向け店舗兼用        災害被災者（3 年以内）     児童虐待を受けた者 

   コミュニティーハウス       高齢者（一人・複数）           DV 被害者 

   一般中古住宅            障害者（心身機能＋社会障壁）  犯罪・拉致被害者 

   短期滞在型ハウス         子供養育者（一人親母子家庭）    LGBTQ（多様な性） 

 

 

「サブリースの場合」（差額で居住支援法人の役割を果たす）➡市営住宅家賃補助≦35,000円 

① 賃借人➡家賃はいくらまでなら払える？（¥20,000 円～¥40,000 円以下）サブリース 

② 賃貸人➡家賃はいくらまでなら貸せる？（無償使用可～¥20,000 円以下）マスターリース 

       ＊賃貸人⇔りあん⇔住宅確保要配慮者、国土交通省令対象者とのリース差額で活動資金を捻出 

「居住支援法人の役割チェック」（住宅セーフティーネット法改正に基づく） 

 賃貸人の死亡時   賃借人×りあん   保証会社紹介業務    りあん通常業務   りあん通常業務 

 

 

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する一部改正法案」の概要 

・ 居住サポート住宅→新築２５㎡（既存住宅１５㎡のケースも可）                                               

・ 共同居住型住宅→専用居室並びに共用部分に対し基準項目条件有                     

 

「住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化」 

・ 国土交通省と厚生労働省の共管（大臣同士が共同策定）➡第二種社会福祉事業として位置づけ                                               

・ 市区町村による居住支援協議会設置の促進と居住支援体制の整備の推進（努力義務）                               

お客様 

りあん HP 

＊空家・空地の情報提供先

teikyou ＊ 

他団体経由 社協経由 自治体経由 親族経由 その他経由 

りあん 

不動産会社 住宅会社 解体業者 司法書士 りあん所管 

 

空家バンク 

終身建物賃貸借 残置物処理業務 家賃債務保証業務 安否確認チェック 

 

福祉団体連携 
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